
令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の公表 

 公表するのは「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、

「将来負担比率」の４つの健全化判断比率と公営企業の「資金不足比率」です。 

 健全化判断比率のうち１つでも早期健全化基準を超えた場合は「財政健全化計

画」を、資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合は「経営健全化計画」を定

め、財政又は経営の健全化を図らなければなりません。 

 令和５年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は以下のとおりです。 

 

１ 健全化判断比率                               

区分 西原村の比率 

西原村に適用される基準 

早期健全化基準 

（イエローゾー

ン） 

財政再生基準 

（レッドゾーン） 

実質赤字比率 － 15.0％ 20.0％ 

連結実質赤字比率 － 20.0％ 30.0％ 

実質公債費比率 8.5％ 25.0％ 35.0％ 

将来負担比率 － 350.0％  

 ※健全化判断比率はいずれも「早期健全化基準」に該当しませんでした。なお、実質赤字 

比率及び連結実質比率は赤字額が生じないため、将来負担比率も将来負担額が生じない 

ため「－（該当なし）」で表示しています。 

 

２ 資金不足比率                               

特別会計 西原村の比率 経営健全化基準 

工業用水道事業会計 － 

20.0％ 

中央簡易水道事業特別会計 － 

西原村工業団地造成事業 

特別会計 
－ 

西原村住宅用地造成事業 

特別会計 
－ 

 ※各公営企業会計における資金不足比率は、資金不足を生じた公営企業がなく該当なしの 

ため「－（該当なし）」で表示しています。 

上記のとおり西原村の指標は、「早期健全化基準及び経営健全化基準」を下回っ

ているため、健全な状況であると判断できます。  

  



解説 

（１）実質赤字比率 

 一般会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する割合。この比率が高い

ほど財政運営が厳しいことになります。 

 

実質赤字比率＝ 
一般会計の実質赤字額 

標準財政規模 

 

 ※実質赤字額：実質収支額が赤字（マイナス）である時の額 

実質収支額＝（歳入－歳出）－翌年度へ繰越す財源 

 ※標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模

を示すもので標準税収入額等に普通交付税を加算した額 

 

 ※本村の場合：以下のとおり赤字額はない（黒字）ため、比率はマイナスとなり

「－（該当なし）」となります。 

- 8.41% ＝ 
-293,999 

3,492,209 

 

 

（２）連結実質赤字比率 

 特別会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模

に対する割合。この比率が高いほど財政状況が厳しいことになります。 

 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

 

※連結実質赤字額：全会計の赤字と黒字を合算した地方公共団体全体の赤字額 

 

※本村の場合：以下のとおり赤字額はない（黒字）ため、比率はマイナスとなり

「－（該当なし）」となります。 

- 30.76% ＝ 
— 1,074,306 

3,492,209 

 

  



（３）実質公債費比率 

 標準財政規模に対する実質的な公債費（借金の返済金）相当額の割合で、過去３

年の平均値です。この比率が高いほど、財政の弾力性が低下し財政状況が厳しいこ

とになります。 

実質公債費比率 ＝  

元利償還金等 －（特定財源＋元利償還金等に係る基

準財政需要額算入額） 

標準財政規模 － 元利償還金等に係る基準財政需要額

算入額 

 

※元利償還金等とは、地方債の元利償還金に次の①～⑤を加算した合計額です。 

①満期一括償還地方債の１年あたりの元金償還金相当額 

②公営企業債の償還財源に充当した一般会計等からの繰出金 

③一部事務組合等が起こした地方債の償還財源に充当した負担金・補助金 

④公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出 

⑤一時借入金の利子  

 

 ※本村の場合：早期健全化基準を下回っており健全な状況と判断できます。 

R3 年度）7.59% ＝ 
1,134,171 －（ 387 + 943,767） 

×100 
3,445,779 － 943,767 

R4 年度）9.07%＝ 
1,169,017 － ( 864 + 946,571) 

×100 
3,388,487 － 946,571 

R5 年度）9.02% ＝ 
1,186,571 －( 125 + 957,800 ) 

×100 
3,492,209 － 957,800 

３ヵ年平均「8.5%」 

 

（４）将来負担比率 

 地方債残高のほか、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に

対する割合で、この比率が高いほど将来の負担額が多く、今後の財政運営が圧迫さ

れる可能性が高いことになります。  

 

将来負担比率 ＝  

将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額              

＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－ 元利償還金等に係る基準財政需要額

算入額 

 

  



※将来負担額は次の①から⑧までの合計額です 

①一般会計等の地方債現在高 

②債務負担行為に基づく支出予定額 

③公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの負担等見込額 

④一部事務組合等が起こした地方債の償還財源に充てる村からの負担等見込額 

⑤職手当支給予定額（全職員に対する期末支給予定額）のうち、一般会計等の 

負担見込額 

⑥設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額 

⑦連結実質赤字額 

⑧組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

 

 ※本村の場合：将来負担額より充当可能基金額等が上回るため分子がマイナスと

なることから比率も「－（該当なし）」となります。 

-119.3% ＝  
9,865,886 – 12,891,605 

3,492,209 – 957,800 

 

（５）資金不足比率  

 公営企業ごとの資金の不足額（赤字額）の事業の規模に対する比率で、この比率

が高いほど、料金収入額で赤字額を解消するのが難しくなることから、公営企業と

しての経営が厳しい状況となります。 

 

資金不足比率＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

 

※資金の不足額 

（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の

現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

※解消可能資金不足額 

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情

がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額 

※事業の規模 

法適用企業：営業収益の額－受託工事収益の額 

法非適用企業：営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

※本村の場合：以下のとおり両会計とも資金不足は生じていない（黒字）ため比率

は「－（該当なし）」となります。 



 

工業用水道事業 – 1,557.78% ＝ 
－ 224,975 

14,442 

  

簡易水道事業 - 250.58% ＝ 
－ 173,959 

69,422 

  

工業団地造成事業 – 100.24% ＝ 
-40,489 

40,392 

  

住宅用地造成事業 - 100% ＝ 
-1,376 

1,376 

参 考 

 

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

工業用水道事業
（法適用企業）

中央簡易水道事業
（法非適用企業）

工業団地造成事業
（法非適用企業）

住宅用地造成事業
（法非適用企業）
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健全化判断比率等の対象会計のイメージ

熊本県後期高齢者医療広域連合

【地方公社・第三セクター等】

西原村は該当なし

【西 原 村】

【一部事務組合・広域連合】

阿蘇広域行政事務組合

益城・嘉島・西原環境衛生施設組合

熊本県市町村総合事務組合

大津町西原村原野組合
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